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人口減少や少子高齢化の進展に伴う社会構造の変化や市民の価値観の多様化、環境や防災に対

する関心の高まりなど、本市を取り巻く環境が大きく変化している中、地方自治体は自らの責任

において、社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応できるように体質を強化し、市民福祉の

向上と地域資源を活かした個性的で活力ある地域社会の構築を図ることが求められています。 

 

 しかしながら、人口減少社会の本格的な到来により、生産年齢人口の減少等に伴う税収の財政

的な影響に加え、過疎化の進行や地域社会の担い手の減少による地域活力の低下等が懸念されて

います。 

また、本市の歳入の約４割を占める地方交付税については、普通交付税の算定が平成28年度か

ら５年間の激変緩和期間を経て、平成33年度に一本算定に移行することで、平成27年度の水準か

ら大幅に減額される見通しの中、本市の財政状況は一層厳しくなることが予想されており、将来

の財政規模の縮小を見据え、前例にとらわれることなく、選択と集中による効率的な行財政運営

の確立が必要です。 

 

さらに、地方分権改革の進展や社会情勢の変化による新たな行政課題や多様化・高度化する市

民ニーズに対して、質の高いきめ細かな行政サービスを提供するため、市民や市民活動団体、コ

ミュニティ組織などと行政がパートナーとして互いに協力し合い、それぞれが主体となり、公共

サービスを担う協働によるまちづくりを推進していく必要があります。 

 

このような行政需要に的確かつ迅速に対応し、良質な市民サービスの提供と財政の健全化を両

立させ、時代の変化に適応した自治体として進化していくため、新たに第３次登米市行財政改革

大綱を策定するものです。 

 

 

 

 

１ これまでの行財政改革の取組 

本市では、地方行財政を取り巻く厳しい環境を踏まえ、持続可能な財政基盤を確立し、よ

り効率的で質の高い行財政運営を実現するため、平成17年度及び平成22年度の２次にわたり

行財政改革大綱を策定し、市民と行政が協働して公共を担う仕組みづくりや、時代の変化に

対応できる事務事業や組織機構の見直し、定員管理の適正化など様々な改革に取り組んでき

ました。 

 

（１）第１次行財政改革（計画期間：平成 18年度～平成22年度） 

行財政改革は、行政運営における単なる縮減や削減を行うのではなく、行政の役割や

在り方、行政組織、行政サービスの提供方法など行政運営全体の見直しを行っていくと

いう考えの下、「市民満足度の向上」という行政の使命を踏まえ、「成果重視」と「市民

と行政の協働」という２つの視点から取組を行ってきました。 

第１ 第３次登米市行財政改革大綱の目的 

第２ これまでの行財政改革の取組と課題 
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また、行財政改革大綱に掲げた推進項目を着実に推進するため、集中改革プランを策

定して取り組んできました。 

 

（２）第２次行財政改革（計画期間：平成 23年度～平成27年度） 

市民と行政はパートナーであるという意識の醸成を図り、市民や市民活動団体、コミ

ュニティ組織などがそれぞれの役割を担って、積極的に行政運営に参加できる仕組みづ

くりの推進が必要なことから、「市民参画と連携、協働による改革」を基本方針に掲げ、

「市民とのパートナーシップの確立」「行政機能の効率化と職員の意識改革」「持続可

能な財政基盤の確立」の３つを改革の柱として、行財政改革に取り組んできました。 

 

２ 第２次行財政改革の検証と引き継ぐべき課題 

（１）市民参加のまちづくりの推進 

登米市まちづくり基本条例を制定し、市民と行政が共に地域のまちづくりを考え、積

極的にまちづくりに参加・参画できるよう推進してきましたが、地域においては役員の

高齢化や固定化により、後継者不足が顕在化してきています。 

今後は、地域における支え合いの精神やコミュニティ意識を醸成することで地域活動

への参加・参画を一層推進し、持続的な地域づくりのための人材を育成していくことが

必要となります。 

また、その活動を通じて市民や市民活動団体、コミュニティ組織などが持つ知識やノ

ウハウを活かして、多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、市民と行政が連携

しながら公共サービスを担う仕組みを構築していく必要があります。 

 

（２）公共サービスの担い手の多元化 

公の施設の管理運営については、公共施設管理運営に関する検討書に基づき指定管理

者制度の導入を推進し、導入した施設においては民間のノウハウが活かされています。 

また、指定管理者制度を導入して、運営が軌道に乗り自主運営が可能となった収益性

の高い福祉施設については、無償譲渡や無償貸付により民営化を図ってきました。 

しかし、保育所の民営化の検討については、国において幼保一体化など新たな制度設

計を検討していたことから、方針の策定までには至りませんでした。 

今後は、より効率的な管理運営や利用者へのサービスの向上の観点などから、指定管

理者制度の導入や公共施設の民営化を推進する必要があります。 

 

（３）簡素で効率的な行政運営の推進 

登米市定員適正化計画に基づいた定員管理を推進するとともに、様々な行政需要に的

確に対応するため、適切な職員配置と組織体制の見直しを進めてきました。 

また、計画的に施設の修繕を行い、維持管理コストの平準化と長寿命化を図ってきま

した。 

今後は、最小限の人員で新たな行政課題や多様化する市民ニーズに柔軟に対応できる

よう、本庁及び総合支所の在り方を含め、より簡素で効率的な組織体制を構築するとと

もに、施設の利用形態や機能が重複している施設の修繕について、費用と今後の施設の

在り方を検証しながら実施する必要があります。 
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（４）職員の能力開発と行政サービスの向上 

職員の能力開発については、業務改善や効率化に向けて意欲的に取り組む自律行動型

職員の育成を図るため、派遣研修や職場内研修を継続的に行い、人材育成に取り組んで

きました。 

また、行政サービスの向上のための電子申請サービスについては、国が勧める 19 の

重要手続を中心に20メニューの運用を開始しています。 

今後は、これまで以上に職員一人ひとりが市民サービスの提供者として、柔軟な発想

で市民ニーズに合った主体的な行政を推進できるよう、継続して職員の意識改革や人材

の育成に取り組むとともに、電子申請サービスについては、国の社会保障・税番号制度

における個人番号カードの利活用による市民サービスの利便性向上に向けた対応が必要

となってきます。 

 

（５）安定した財源の確保 

登米市債権管理条例を制定し、全庁的に統一したルールの下で債権管理に取り組み、

市税をはじめとした各種債権の収入未済額の縮減に取り組んできました。 

また、遊休財産の調査と処分対象財産の整理を行い、土地境界確定等の条件整備が整

ったものから売却を行ってきました。 

しかし、幼稚園授業料や放課後児童健全育成事業利用者負担等の適正化については、

国の子ども子育て支援制度における方向性が不透明な中、幼保一体化による「認定こど

も園」の設置に伴う授業料と保育料の負担バランスや、共働き家庭を支援する放課後児

童クラブの今後の在り方など、総合的な視点での検討が必要なことから、方針の策定ま

でには至りませんでした。 

今後は、引き続き市民負担の公平性確保と財政健全化の観点から、収入未済額の縮減

と受益者負担の適正化や遊休財産の利活用などを推進し、積極的に自主財源の確保に取

り組む必要があります。 

 

（６）健全な財政運営の推進 

登米市定員適正化計画に基づく職員数の削減やこれに伴う人件費の削減、物件費など

の経常的経費の削減とコスト縮減を図ってきました。 

また、補助金見直し方針を策定し、補助率や交付基準の明確化や終期の設定などを行

い、補助金の公平性と透明性の確保を図ってきました。 

今後は、景気低迷や一本算定による普通交付税の大幅な削減など、市の財政を取り巻

く環境が一層厳しくなることが予想され、効率的な財政運営と経費の削減を念頭におい

た中長期的な視点からの財政運営が必要となります。 
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１ 改革の必要性 

（１）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進 

少子高齢化や高度情報化の進展など社会情勢の変化によって、市民一人ひとりの豊か

さの概念も変化し始めています。 

また、本市においても厳しい財政状況の中、多様化・高度化する市民ニーズに対応し

ていくことが求められていますが、これまで行政が主体となって行ってきた公共サービ

スのうち、地域等に担っていただくことにより、より効果的できめ細かなサービスの提

供につながるものについては、地域における取組を推進していく必要があります。 

そのためには、地域と行政が対等な立場で役割分担を行う「市民協働」の考えの下、

コミュニティ組織など市民活動を担う団体の育成や活動を支援する仕組みを強化し、協

働体制を確立する必要があります。 

 

（２）財政状況 

①歳入の状況 

平成26年度決算における本市の歳入状況をみると、歳入決算額480億円のうち、

市税などの自主財源の割合は31.1％となっています。一方で、地方交付税や国・県支

出金などの依存財源の割合は68.9％で、依存財源の割合が非常に高く、この傾向は合

併初年度の平成17年度から続いており、合併当初と比較し、市税など一部の自主財

源で収入額が増加しているものの、市財政は依然として依存財源体質の状況となって

います。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３ 第３次登米市行財政改革大綱の基本理念と基本方針 

＜自主・依存財源の推移＞ 百万円 

資料：決算書 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

歳入合計 40,002 41,074 41,401 43,545 46,764 44,616 52,954 54,383 49,988 48,041

自主財源 9,942 9,846 10,605 11,217 11,332 12,231 11,691 13,765 13,085 14,928

依存財源 30,060 31,228 30,796 32,328 35,432 32,385 41,263 40,618 36,903 33,113

75.1% 76.0% 74.4% 74.2% 75.8% 72.6% 

77.9% 74.7% 

73.8% 68.9% 

24.9% 24.0% 25.6% 
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26.2% 
31.1% 
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また、これまで歳入総額の40％あまりを占め、歳入の柱として市財政を支えてきた

地方交付税は、普通交付税で行われてきた合併支援としての合併算定替が平成27年

度で終了し、平成28年度から５年間の激変緩和期間を経て、平成33年度からは現在

の交付水準から大きく減額される見通しとなっています。 

さらに、普通交付税の算定根拠として人口などの客観的指標が用いられることから、

人口減少が交付額の減額に直接結びつくため、本市に交付される地方交付税は、今後

相当額の減額が見込まれる状況で、こうした状況を見通した財政規模の縮小は、今後

の財政運営上の大きな課題となっています。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②歳出の状況 

平成26年度決算における本市の歳出状況をみると、歳出決算額450億円のうち、

人件費や扶助費、公債費などの容易に削減することができない義務的経費の割合は、

44.4％となっています。 

一方、合併初年度である平成17年度の義務的経費の割合は49.2％で、数値上平成

26年度には、義務的経費の割合が大きく改善したように見えます。 

しかし、平成26年度歳出決算では、東日本大震災による災害関連経費などが決算

額全体を押し上げており、こうした特殊要因を除けば、義務的経費の割合が大きく改

善したわけではなく、依然として義務的経費の割合が高い状況が続いています。 

また、平成23年３月に発生した東日本大震災に係る災害復旧事業は、平成26年度

でほぼ完了しましたが、新たな課題として、一般廃棄物第二最終処分場や(仮称)新ク

リーンセンターの整備、加えて、新庁舎建設や新たな社会教育施設、社会体育施設な

どの整備が計画されています。 

さらには、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略に連動した登米市版総合戦略に基

づいた対策として、子育て支援などきめ細かな人口減少対策が求められるなど、今後

も財政需要が増大するものと見込まれています。  

＜普通交付税減額の見通し＞ 

※ 算定方法の見直しは、平成26年度から５年間で実施される予定とされるが、上記の図では、合併支援分の減額をイメージしやす
くするため、15億円の減額を全体に当てはめて表したもの。 

旧中田町

旧豊里町

旧米山町

旧石越町

旧南方町

旧津山町

年　度 Ｈ17～Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33～

1.5億円

登米市

15億円 13.5億円
10.5億円

7.5億円 10%
4.5億円

旧迫町

旧登米町

旧東和町

90%

30%

50%

70%
合併算定

替による

増加分

登米市本来の交付基準額

減額分
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（３）人口減少、少子高齢化に伴う行政課題の多様化 

本市の人口は、平成22年の国勢調査時では83,969人で、国立社会保障・人口問題研究

所が平成25年３月に公表した人口推計では、平成37年には69,154人と推測され、15年間

で18％もの急激な人口の減少が予測されます。 

また、年齢階層ごとの推移の予想では、０～14歳及び15～64歳の人口は減少する一方、

65歳以上の人口は増加していきます。 

少子高齢化の影響は、労働力人口の減少による税収の落ち込みや、高齢者の増加によ

る医療、福祉等の社会保障関係費の増加が予想されます。 

また、少子高齢化に対する幅広い施策や市民ニーズの多様化など、多岐にわたる行政

課題への対応が求められています。 

このため、本市の行政課題をしっかりと捉え、市民と共有しながらスクラップ・アン

ド・ビルドの視点で、事務事業の見直しを図るとともに、市民サービスの低下を招かな

いよう、事業の再編や整理に取り組む必要があります。 

 

  

H22 H27 H32 H37

総人口 83,969 79,903 74,374 69,154

高齢者人口 23,786 24,960 25,697 25,439

生産年齢人口 49,652 45,569 40,495 36,436

年少人口 10,531 9,374 8,182 7,279

高齢化率 28.3% 31.2% 34.6% 36.8%
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＜登米市の将来推計人口＞ 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

＜決算額の推移と義務的経費の推移＞ 百万円 

人 

資料：決算書 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

決算額 39,104 40,216 40,696 41,834 43,727 42,102 49,390 52,028 47,541 45,050

義務的経費 19,246 19,494 20,249 20,080 19,822 20,565 20,778 20,903 20,009 19,996

49.2% 48.5% 49.8% 48.0% 45.3% 48.8% 42.1% 40.2% 42.1% 44.4％ 
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（４）定員適正化計画に基づく職員数の状況 

平成 18 年度以降、登米市定員適正化計画に基づき定員管理の適正化に努めてきた結

果、平成18年４月１日現在1,970 人だった職員数は平成27年４月１日現在で1,440人

となっています。 

定員適正化計画の年次目標値が未達成となっていますが、これは、第２次定員適正化

計画策定時には想定していなかった東日本大震災の発生に伴う復旧復興業務をはじめ、

地方分権の進展による国・県事務の権限移譲など、本市が担う事務量が増加傾向にある

こと、また、市長部局における職員の年齢構成が30歳代から50歳代はそれぞれ26％～

37％程度であるのに対して、20歳代以下はわずか８％程度という現状となっており、今

後、年齢構成バランスの改善を図らなければ、将来的な人材育成や人事管理に大きな支

障を来す懸念があることから、組織力の維持と年齢構成の平準化を図るために、職員数

削減のスピードを緩やかにしたことによるものです。 

今後は、こうした現状を踏まえながらバランスの良い組織見直しに取り組むとともに、

将来の財政規模や行政需要に見合う最も効率的かつ効果的な職員数を見極め、長期的な

視点に立った新たな目標による定員管理を推進する必要があります。 

 

 

 

  

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28.4.1

定員計画（普通会計部門） 1,246 1,106 1,058 1,001 946 879 860 828

実績（普通会計部門） 1,246 1,106 1,054 996 942 910 904

定員計画（全体） 1,970 1,667 1,613 1,538 1,480 1,409 1,389 1,356

実績（全体） 1,970 1,675 1,606 1,554 1,495 1,462 1,440

人件費 9,078 8,039 7,537 7,010 6,556 6,312
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1,106 1,058 1,001 946 
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＜職員数と人件費の推移＞ 

資料：第２次登米市定員適正化計画、決算書 
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２ 基本理念 

これからの地方分権型社会にふさわしい自立した自治体として、地域資源を活かした個性

的で魅力的なまちづくりを推進していくためには、財政の健全性を維持しつつ、市民と行政

がそれぞれの役割と責任を担いながら連携と協力を進めていく、協働体制の確立が重要とな

ります。 

このような観点から、市政を取り巻く環境の変化を的確にとらえ、時代にふさわしい効率

的で質の高い市政の実現を図るため、本大綱では、「協働による持続可能な行財政運営の構築」

を基本理念として掲げ、行財政改革に取り組みます。 

 

３ 体系 

第３次行財政改革大綱を確実に実行するため、「協働によるまちづくりの推進」「持続可能

な財政運営の推進」「効率的な行政運営の推進」の３つを基本方針として行財政改革を推進し

ます。 

また、この３つの基本方針を具体化するため、重点項目を設定して改革を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１）協働によるまちづくりの推進 

①市民参画によるまちづくりの推進 

②多様な担い手との連携強化 

③公正の確保と透明性の向上 

（２）持続可能な財政運営の推進 

①計画的な財政運営の推進 

②安定的な財源の確保と経費の節減・

合理化 

③地方公営企業等の経営健全化 

（３）効率的な行政運営の推進 

①効率的な組織機構の構築 

②人材の育成及び確保 

③ＩＣＴの積極的な活用 
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４ 基本方針 

（１）協働によるまちづくりの推進 

少子高齢化、市民ニーズや地域課題の多様化に伴い、行政だけではなく、市民や市民

活動団体、コミュニティ組織など、それぞれの担い手が特性を活かしながら協力し、地

域や社会の課題に取り組み、より良いまちづくりを目指す「協働によるまちづくり」を

一層推進するため、市民と行政が連携しながら公共サービスを担う仕組みを構築し、取

り組みやすい環境を作ります。 

また、施設の適正配置計画との整合性を図りながら、指定管理者制度の更なる導入や

民営化に取り組みます。 

さらに、市政に対する市民の理解を一層深め、市民の声を行政運営に反映させるため、

パブリックコメント制度等の広聴活動の充実に取り組みます。 

 

①市民参画によるまちづくりの推進 

・多様な担い手の育成 

まちづくりは人づくりと言われるように、真に協働を理解しつつ、課題を的確に捉

えて活動できる人材が必要となります。 

このため、全ての市民がまちづくりの主体として、身近なまちづくりの課題の解決

に積極的に取り組んでいくという意識を醸成し、地域活動や市民活動を担う人材の育

成に取り組みます。 

・まちづくり活動の支援強化 

地域のことは地域で考え、地域自らの責任で決めるという自治の考えの下、市民が

主体となったコミュニティ組織等の活動を支援します。 

また、コミュニティ組織等の活動拠点や市民活動の窓口の充実、市民や市民活動団

体、コミュニティ組織、行政などを結ぶネットワークづくりに取り組みます。 

 

②多様な担い手との連携強化 

・民間委託と民営化の推進 

民間事業者が持つ専門性やノウハウ等を活用することにより、市民サービスの質の

向上やコストの節減が図られるものについて、管理監督など行政責任を明確化し、積

極的に民間への委託に取り組みます。 

また、「民間にできるものは民間に任せる」との視点から、民間への移譲に取り組

みます。 

・公共施設の計画的な管理 

公共施設については、老朽化や利用の状況、施設維持管理費等を勘案しながら、将

来的な施設需要を見据え、閉鎖や統廃合、他用途への転用や施設譲渡などの効率的な

管理運営に取り組みます。 

また、民間の多様な団体が有するノウハウ等を活用し、市民サービスの向上を図る

ため、公共施設の適正配置計画との整合性を図りながら指定管理者制度の導入を進め、

モニタリングを通じて施設管理・運営の充実に取り組みます。 
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③公正の確保と透明性の向上 

・情報提供の強化 

市政に対する市民の理解を深め、開かれた市政を推進するため、市政情報を積極的

に公開するとともに、広報紙やホームページ、フェイスブックなど、多様な広報手段

の充実に取り組みます。 

・市民意向の反映 

パブリックコメント制度や審議会・ワークショップなど様々な市民参加手法を活用

し、市民参加の一層の拡充に努めるとともに、多くの市民の声を行政運営に反映させ

るため、広聴活動の充実に取り組みます。 

 

（２）持続可能な財政運営の推進 

普通交付税の合併算定替終了による影響や人口減少による交付額の減額など、中長期

的な財政見通しの中で、限りある財源の下、新たな行政需要に的確に対応し、市民の信

頼に応えていくため、経費全般についての見直しを行います。 

また、市税等の収納率の向上や受益者負担の原則に基づく保育料等の見直しを進め、

自主財源の確保を図りながら、国の制度改正等も含めて、中長期的な展望の中で、持続

可能な市財政の確立に取り組みます。 

さらに、病院事業や水道事業などの公営企業や第三セクターにおいて、経営状況が改

善できるよう、経営の効率化を進め、健全経営に取り組みます。 

 

①計画的な財政運営の推進 

・中長期的な見通しを踏まえた財政運営 

普通交付税の合併支援としての合併算定替終了による歳入の大幅な減少や、第二次

登米市総合計画を踏まえた各種事業の実施見通しなど、中長期的な財政の見通しを踏

まえながら、計画的な財政運営に努め、健全で安定した市財政の構築に取り組みます。 

 

②安定的な財源の確保と経費の節減・合理化 

・安定した財源の確保 

景気低迷の影響や米価の下落などにより、自主財源の柱である市税収入の伸びが見

込めない状況の中、市税の滞納額が依然として高水準であることから、滞納対策の強

化を図るとともに、市民の納税意識の醸成に努め、収納率の向上に取り組みます。 

また、保育料等についても、負担水準の是正及び受益者負担の適正化の観点から、

料金の見直しに取り組みます。 

さらに、市有財産の売却や貸付、ふるさと応援寄附の促進、有料広告による収入の

確保などを積極的に推進し、自主財源の確保に取り組みます。 

・経費の節減・合理化 

人口減少や少子高齢化の進展など、自治体を取り巻く社会環境の変化に即応した、

効率的で効果的な行財政運営が求められています。 

このため、所期の目的を達成した事業や事業効果の低い事業等については、廃止を

含めた見直しを行い、行政コストの縮減と合理化に取り組みます。 

  



 

- 11 - 

また、合併により類似施設が多数存在し、維持管理費はもとより、施設老朽化によ

るコストの増加など多くの問題を抱えており、施設の統廃合を念頭に置いた公共施設

等総合管理計画を策定し、経費削減に取り組みます。 

 

③地方公営企業等の経営健全化 

・公営企業の経営健全化 

病院事業や水道事業等は、経営収支の改善や市民目線での事業経営など、継続的・

安定的に市民サービスを提供し、地方公営企業としての役割を果たしていくためにも、

経営資源の充実と経営基盤の強化が求められています。 

そのためには、強いコスト意識と無駄を省いた効率的な経営に努め、最小限の費用

で最大の効果を挙げられるよう、健全な事業経営に取り組みます。 

・第三セクター等の見直し 

第三セクターが事業運営の効率化による経営健全化や組織運営の活性化に積極的

に取り組んでいるかを指導・監督し、民営化等を視野に入れた見直しを行います。 

 

（３）効率的な行政運営の推進 

施策や事務事業の見直しを行い、限られた経営資源を有機的に結び付け、迅速性、的

確性、実効性を追求し、市民満足度を高める行政サービスを効率的に提供していく行政

経営に取り組みます。  

また、職員の意識改革や能力向上のための研修を行い、職員の質の向上に取り組みま

す。  

さらに、高度化された情報処理技術や通信技術を活用し、情報化を推進することによ

り、事務の効率化等に取り組みます。 

 

①効率的な組織機構の構築 

・効率性・機能性を重視した組織の見直し 

社会経済環境の変化に伴う新たな行政課題等に的確に対応しつつ、人口減少に対応

した適正な人員となるよう、簡素で効率的な組織体制の確立を目指すとともに、組織

の機能強化を図るため、継続的に組織の見直しに取り組みます。 

・事務事業の適正化 

事務事業においては、これまで以上に全職員へのコスト意識の定着化に取り組みま

す。 

また、業務プロセスの点検による事務の改善を進め、民間委託の活用などにより、

積極的に事務の適正化・効率化に取り組みます。 

 

②人材の育成及び確保 

・職員の能力開発と育成 

限られた人員の下で、新たな行政課題に的確に対応していくため、職員一人ひとり

の能力を可能な限り引き出し、時代の要請に柔軟に応えられる創造性や積極性のある

人材の育成に取り組みます。 

また、地域課題を的確に捉えた質の高い行政サービスの提供ができるよう、自主的

に業務の進め方や仕組みを見直し、改善し続ける職員の意識改革に取り組みます。 
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・定員管理の適正化 

事務事業や組織機構の見直し、民間委託等を積極的に進めるとともに、地方分権時

代に相応しい能力の高い人材の育成・確保に取り組みます。 

また、スリムで効率的な行政運営が実現できるよう新たな定員適正化計画を策定し、

年齢構成のバランスを図りながら、定員管理の適正化に取り組みます。 

 

③ＩＣＴの積極的な活用 

・ＩＣＴを活用した新たな行政サービスの拡充 

情報社会の急速な進展に伴い、市民のライフスタイルやコミュニケーションの方法

が多様化・複雑化しており、このような市民ニーズに的確に対応するために、情報通

信システムの安全性や信頼性の確保に十分配慮しながら、ＩＣＴを積極的に取り入れ

た質の高い行政サービスの提供に取り組みます。 

・ＩＣＴを活用した業務の簡素化・効率化の推進 

セキュリティ対策や費用対効果を十分精査した上でＩＣＴを積極的に活用し、業務

の合理化による経費の節減など、簡素で効率的な自治体運営に取り組みます。 

 

 

 

 

１ 計画期間 

計画期間は、平成28年度から平成32年度までの５年間とします。 

 

２ 推進体制と進行管理 

（１）推進体制 

①行財政改革の推進に当たっては、職員一人ひとりが危機意識と改革意識を持ち、全

庁・全職員が一丸となって改革を推進します。 

②市長を本部長とする「行財政改革推進本部」を中心に、関係課長等で組織する「行政

管理改善委員会」において、効率的な運営を図ります。 

③識見を有する方等による「行財政改革推進委員会」において、様々な視点から意見や

助言をいただきます。 

 

（２）進行管理 

①第３次登米市行財政改革大綱の実効性を確保するために、取組項目ごとに実施計画

（実行プログラム）を策定し、達成すべき目標や目標値及び期間や期限を定め、毎

年度ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を実施します。 

②進捗状況については、市議会をはじめ広く市民に対して、広報紙やホームページ等を

通じて公表します。 

  

第４ 第３次登米市行財政改革大綱の進め方 
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３ 体系図 

基本方針 重点項目 取組項目

①市民参画によるまちづくりの推進

・多様な担い手の育成

・民間委託と民営化の推進

②多様な担い手との連携強化

・安定した財源の確保

・経費の節減・合理化

③ＩＣＴの積極的な活用

・ＩＣＴを活用した新たな行政サービスの拡充

（

３
）

効
率
的
な
行
政
運
営
の
推
進

①効率的な組織機構の構築

・効率性・機能性を重視した組織の見直し

・事務事業の適正化

②人材の育成及び確保

・職員の能力開発と育成

・定員管理の適正化

・ＩＣＴを活用した業務の簡素化・効率化の推進

・第三セクター等の見直し

②安定的な財源の確保と経費の節減・合理化

（

２
）

持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
推
進

①計画的な財政運営の推進 ・中長期的な見通しを踏まえた財政運営

③地方公営企業等の経営健全化

・公営企業の経営健全化

③公正の確保と透明性の向上

・情報提供の強化

・市民意向の反映

・公共施設の計画的な管理

・まちづくり活動の支援強化

（

１
）

協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進


